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暴力的紛争の広がりが開発と人々の幸せな生

活に破壊的な影響を及ぼしており、国際社会は

紛争防止と平和構築により強い関心を向けざる

を得なくなっています。人々の苦しみ、民間人

の犠牲者、難民の発生は戦争や紛争がもたらす

結果の一部に過ぎません。戦争や紛争が生産、

生計、インフラに与える影響は経済、環境、国

家の正当性を損い、しばしば何十年にもわたる

積極的な開発努力を台無しにしてしまいます。

冷戦後の暴力的紛争による犠牲者は500万人以

上にのぼり、そのうちの95%は民間人です。世

界の最貧国の3分の2以上は現在、紛争のさなか

にあります。1980年から1994年に紛争に巻き込

まれた国のおよそ半数はアフリカ諸国々でした

（OECD Development Co-operation Report 2001第5

章参照）。

また、紛争は持続不可能な債務につながりま

す。約35の重債務貧困国（HIPC）は最終的にG7

諸国の当初および拡充HIPCイニシアティブの債

務削減適格国とされる可能性があるものの、そ

のうちの約12ヶ国（大半はサハラ以南アフリカ

諸国）は、紛争の影響やガバナンスの問題のた

めに債務帳消しの可能性が失われ、未だにHIPC

イニシアティブが適用されずにいます（OECD

Development Co-operation Report 2001第5章参

照）。

OECD開発援助委員会（DAC）の「暴力的紛

争の防止支援に関するガイドライン」は、この

分野の政策立案者と専門家から成る「紛争、平

和、開発協力に関するDACネットワーク」の7年

にわたる活動に基づいたものです。本ガイドラ

インは政策の指針を示すとともに、以下の取り

組みを通じて暴力的紛争を防止するためのいく

つかの基本的条件を強調しています。

■あらゆる政府部門（開発協力プログラム、外交

政策措置、貿易政策、国防など）において、

紛争防止「レンズ」を統合し、「防止の文化」

を育む。

■戦争の政治経済学（汚職、犯罪行為、暴力的

紛争の発生や恒久化に既得権を有している有

力なグループや個人など）を考慮に入れる。

■開発途上国がガバナンスおよび公的部門管理

の不可欠な一部として、正当性とアカウンタ

ビリティ（説明責任）を有する安全保障制度

を構築することを支援する必要性に対処する。

■暴力的紛争状況に対する国際社会の影響力に

ついて、その可能性だけでなく限界も認識し、

平和の推進と暴力の回避に向けて建設的に関

与する。

■社会が正義と和解という困難な問題に取り組む

ことを支援するとともに、女性や周辺グルー

プを取り込んだ和平プロセスを支える。

■地域的な協力や協議をサポートし、紛争の地域

的側面に対処するとともに、地域的なアプロ

ーチや対応能力を強化する。

■市民社会との連携を働きかける。比較的軽視

されているのは企業（国内企業および国際企

業）の果たす役割である。企業は暴力の防止

や暴力につながる行動の回避に経済的、社会

的に貢献できる。

■ドナー間の調整を強化し、防止イニシアティブ

と暴力的紛争状況への対応を改善する。

「暴力的紛争の防止支援」は、紛争防止に関す

るDACのあらゆる指針を1冊にまとめたもので

す。パート１「暴力的紛争の防止支援：外部パ

ートナーへのオリエンテーション」には、2001

はじめに
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年の閣僚声明と補足が掲載されています。パー

ト2「21世紀初頭の紛争、平和、開発協力」は、

1997年以降の最初の画期的な政策ステートメン

トとガイドラインから構成されています。開発

担当大臣、開発援助を担当する機関のトップ、

その他の高官は2001年4月、年次ハイレベル会

合を開き、貧困削減と持続可能な開発を実現す

るための柱として紛争防止に取り組んでいく方

針を再確認しました。この2つの指針は、1997

年のデンバー・サミットと2001年にローマで開

かれた外相会議において、G8により、開発協

力が紛争防止と平和構築で果たす役割を高めて

いく上で重要であると認められました。

本政策フォーカスは、紛争防止に関する指針

を策定し、紛争関連の開発支援への関心の高ま

りに応えるために、1995年以降行われてきた広

範な作業の主要な結論を紹介するものです。本

指針は、ドナーが紛争関与国や他の省庁と共同

作業を進める際の手引きとなります。本指針は

国際社会が援助や支援を調整する際に役立つと

ともに、開発途上国の政府、市民社会組織、企

業のパートナーへのガイドとなります。DACの

2002年と2003年の活動において、開発戦略をい

くつかの種類のテロ防止に適用する方法が模索

される予定です。

囲み1：影響アセスメントと防止

紛争リスク・脆弱性分析と影響アセスメントにおいて、ある国が重大な紛争の危機に瀕していると

見なされた場合、外部の活動を以下の領域に集中させることで好ましい結果が生じると見られている。

これらの活動の中には開発協力も含まれる。多くの場合、各国政府の活動を一致させることが求めら

れる。

DACの「紛争、平和、開発協力に関するラテンアメリカ協議」では、紛争防止に関して次の点が指

摘された。

● 外部の関係者は、紛争が変化する模様を知り、分析することによって、建設的な関与と暴力防止

への支援をより効果的に行うことができる。
● 紛争は社会的変化の正常な一部分である。反対や異議申し立てのための正当な場を確保しておけば、

社会が暴力に訴えないようにすることができる。社会にある対立的な傾向を抑圧すべきではない。
● 人道法や人権規範、またそれらと地方の伝統的価値システムとの関係についての情報を広めること

は、各集団が暴力行為を減らし、すべての抗争当事者のアカウンタビリティを高めるための創造

的措置を確立するのに役立つ可能性がある。チアパスの例からわかるように、暴力への文化的抵

抗は戦争を和らげ、多くの人々を暴力に訴えないようにすることに貢献できる。
● 市民性や平和と社会連帯の文化を奨励することは、防止への投資となる。これはあらゆるレベルの

正規及び非正規の教育を通じて行うことができる。
● 犯罪化、汚職、そして暴力の温床となる経済活動の出現は、「人間の安全保障」問題を引き起こし、

ひいては国の安全保障を脅かす。代替の選択肢を拡充すれば、こうした傾向は抑えられるかもし

れない。

非合法的な経済活動や非合法的な貿易ルートはしばしば紛争を長引かせるとともに変容させる。例

えば、コロンビアでは暴力的紛争に麻薬取引が絡んでいることが、政治的和平交渉を極めて難しいも

のにしている。これらの非合法活動は、国内および国際的法規の重要性と処罰に関する情報を普及さ

せることである程度は防止できる。

出所：DAC Latin American Consultation on Conflict, Peace and Development Co-operation, 2000
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なぜ紛争防止は重要なのか

暴力的紛争とそれが人々の生活に与える破壊

的な影響によって、開発協力を行う国々は決意

を新たにして平和と紛争防止に取り組む必要性

に迫られている。暴力的紛争を防止するために、

社会は様々な共同体が国内的にも国際的にも平

和的に共存できるような自主的な協力関係を築

き上げなければならない。紛争防止1は貧困削減

と持続可能な開発にとって重要である。開発機

関は今や、紛争の周辺ではなく、紛争の中で活

動したり、紛争に働きかけたりしていくととも

に、紛争状況に対処する際には平和構築を活動

の柱に据える必要があるということを認めてい

る2。これは、紛争後の復興と再建に向けて短期

的に集中して取り組むという従来の姿勢から一

歩踏み出した、長期的な関与への重要なステッ

プである。

効果的に平和を構築していくためには、開発

機関は、紛争前、紛争中、紛争後において開発

途上国のパートナーと協力する必要がある。平

和構築と紛争防止を促進するためには、援助機

関は自国の他の省庁や国際社会の他の関係機関

と協力しなければならない。「防止の文化」と徹

底的な分析（平和と紛争の影響アセスメントや

シナリオ構築など）によって、ドナーは持続可

能な平和を実現するための共同作業を強化する

ことができる。紛争の防止と管理の実効性を高

めるには、政策についても、明確で、整合性が

あり、包括的で、調整されたものにする必要が

ある。関連の政策領域としては、貿易、金融と

投資、外交、国防、開発協力などが挙げられる。

こうした課題に応えるため、開発機関はこのデ

リケートな政治的分野により深く立ち入るリス

クを受け入れるようになっている。

経済的繁栄、社会的発展、環境の持続可能性

と再生が開発協力の主要な目標であるが、それ

には構造的安定が必要とされる。構造的安定3に

は、社会の平和、法律と人権の尊重、社会的・

経済的発展という相互に補強し合う目標が包含

される。構造的安定は、変化に対応し、平和的

手段による紛争処理ができるアカウンタビリテ

ィのある安全保障制度を含め、ダイナミックか

つ代議制的な政治構造によって支えられている。

平和構築への効果的取り組みとは

過去の経験と調査から、紛争防止のための基

本原則がいくつか明らかになっている。これら

の原則は、一般的な外部関係者、また特に開発

関係者に以下を求めている。

■国際社会が平和を推進し暴力を回避させる行動

をとる可能性及びその限界を認識すること。

■平和へのインセンティブを与える建設的な関与

と創造的なアプローチを用いること。

■利点を最大化し、意図せぬデメリットを回避

するには、整合性があり一貫した政策と包括

的な手段が重要であるという、大きな犠牲を

払って学んだ過去の教訓を踏まえて行動する

こと。

■所有権を確保するため、透明性を保持し、意図

を伝え、あらゆるレベルのパートナーとの対

話を拡大深化させること。

■平和構築と政策立案のプロセスに女性、男性、

若者を積極的に関与させること。すべての関

係者は、性別と暴力的紛争との間や紛争防止

と解決との間に認められる明白な関連性をよ

く考慮する必要があること。

■短期的な行動についても、地域、国、地方の状況

の長期的な見通しと政治的、社会経済的な分

析（囲み1、2を参照）を踏まえて、柔軟かつ

タイムリーに取り組むこと。

■公共政策に対する地方の影響力を強化すると

ともに、社会的、政治的排除の問題に取り組

むこと。

１．「紛争防止」は暴力的な争い、論争、紛争の防止を意味し、短期的な対応策だけでなく、長期的な関与という考え方が含まれる。非暴力的紛争は

社会の正常な一部分である。防止しなければならないのは、紛争や不安定化と集団的暴力につながりかねない活動を処理ないし解決するための、

大規模な暴力の行使である。

２．ガイドラインの用語で開発機関が「紛争の周辺で活動している」というのは、危機的な状況や戦争前の状況下で活動している開発機関が紛争関連

の問題を避けて通ろうとしている場合である。開発機関がそのプログラムを修正し、紛争を認識しようと努めている場合は、「紛争の中で活動し

ている」といい、紛争を未然に防止するか、鎮静化させるか、解決しようとしている場合には、「紛争に働きかけている」という。

３．「暴力的紛争の防止支援」第2部、囲み1の「用語とタイムフレーム」にある1997年のガイドラインで定義されている。構造的安定には、協力によって

得られる利益はそれに伴うコストを上回るという考えに基づいた、社会の中の個人やグループ間および共同体間の自主的な協力が必要とされる。
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暴力的紛争をその根源で防止するために「上

流へ遡る」ことは、開発協力に関係する国・機

関、広くは国際社会の、共通の目標である。ド

ナーは、多くの分野の政策に一貫性と包括性を

持たせるため、紛争防止「レンズ」を適用する

ようになっている。「レンズ」という用語は、紛

争防止をあらゆる政策領域、あらゆるガバナン

ス領域（開発から貿易、投資、商業、国防、外

交に至るまで）にいかに組み込むことができる

かに目を向けるための比喩として用いられてい

る。これは防止文化の確立と言うこともできる。

紛争に発展しそうな状況の展開を分析し、監視

するといった具体的行動は、紛争を早期に探知

し、抑止するためのステップである。多くのデ

ータによれば、早期の防止行動がうまく機能す

れば、事後に暴力を止めさせ、その被害を修復

するよりはるかに安いコストで済む4。紛争防止

レンズの一部として人権に注目することは重要

であり、それは紛争状況下で開発協力その他の

外部パートナー5がもたらす可能性のある副作用

戦略的枠組みは、救済支援・復興プログラムに
関する判断基準を明瞭に規定するものであり、
基本的な政治的、経済的、社会的決定要因を明
確化し、救済、再建、開発に充てられる資源の
合理的な配分を行うための背景と論理を示す。
戦略的枠組みはコンセンサス作りのプロセスで
あるとともにその産物であり、政府、地元の関
係者、主な二国間ドナー、国際金融機関（IFI）
との協議によって策定される。戦略的枠組みは、
以下の問いに答えることが求められる。

状況分析
●　どのような政治、経済、社会、安全保障環境
が支配的か。
●　最近の動向、例えば多くの避難民の帰還など
はどのような意味を持っているか。
●　これらの事象に対して政府は政策、ガバナン
ス、制度、経済運営上、どのように対応してい
るか。
●　マクロ経済の状況はどうなっているか。
●　国内や国外のどのような資金源を利用できる
か。

リスク・アセスメント
●　調停の緊張やストレスに耐える政治的取り決
めに達することができるか。
●　再建の着手に適切な環境を構築できるような
安全状況にあるか。
●　外部支援は暴力的紛争の後遺症からの克服と
より公正で人間的かつ生産的な社会の実現につ
ながるプロセスの始動を後押しできるか。

プログラム対応
●　プログラムの目標、短期的な目的、長期的な

目的は何か。
●　紛争解決、和解、復興を目指すプログラムの
中で、外部からの支援を要する主な要素は何か
（例えば再統合と再建、能力強化、ガバナンス、
司法制度など）。
●　これらの目標（基礎的な健康状態を維持する
ための食糧、水、シェルター、医薬品の供給、
教育その他の社会サービスやインフラへの基本
的なニーズを満たす経過的な「セーフティーネ
ット」、生産労働と持続可能な生計への復帰支援、
現地社会に根ざした管理・行政システムの強化
などを含む）に到達するためのロードマップは
あるか。
●　ジェンダー戦略はあるか、あるいは安全保障
部門改革、国家的和解、制度構築などの主要な
テーマ別プログラムにはジェンダー戦略が策定
されているか。
●　利用可能な予算を上記の各目標にどのように
振り分けるか。

成功の要件
●　プログラムを成功裏に実施するために必要不
可欠なものは何か。
●　地元のグループや共同体は自らのニーズを特
定し、処理できるか。
●　女性が和解と再建において果たせる役割に特
別な注意が払われているか。
●　国内の関係者と国際的な関係機関との間で効
果的な調整が行われているか。
●　短期的ニーズと長期的ニーズをいかに調和し、
依存状態をいかに避けることができるか。
●　あらゆる形態の直接的な支援について終了の
仕組みは作ってあるか。
●　循環的費用を賄う資金源はあるか。

囲み2：支援の戦略的枠組み：例示的チェックリスト1

１．支援の戦略的枠組みは、危機や紛争から再興しつつある国に重点が置かれがちである。紛争防止については、同様のアプローチは十分に整備

されていない。

長期的に関与し、紛争防止「レンズ」を用いる
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を緩和するのに役立つ6。

ドナーは、あらゆる援助が紛争状況に影響を

及ぼし、平和へのインセンティブになる場合も

あれば負のインセンティブになる場合もあると

いうことを認識している。ドナーは、国・地域

レベルとプロジェクトレベルの双方で平和構築

に取り組むことによって、開発プログラムが分

裂した社会にどのような影響を及ぼすかをより

正確に理解、監視、予測しようとしている。国

レベルでは、ドナーは主な課題として民主主義、

安全保障、より健全なガバナンスの促進に取り

組んでいる。それを進める上で、ドナーに対し

ては以下が求められる。

■紛争状況の進展に伴い顕在化してくる不満や

欲望の要因を解きほぐし、分析する。

■開発途上国のパートナーと緊密に協力して自ら

の行動とその影響を評価、監視、査定する適

切な方法を考案する。これは特に、このタイ

プの開発協力は必ずしも「成果重視の援助」

の一般的枠組みに合わないからである。

■所得、雇用、公共サービスの伸びを促すため、

援助が紛争に及ぼす影響への関心をマクロ経

済の安定と構造調整を狙いとする政策策定に

まで拡大する。

■権力の分散と移譲、マイノリティや周辺グルー

プの保護と取り込みを考慮し、紛争の非暴力

的な解決を可能にする構造的安定に向けた民

主的制度の強化を後押しする支援に的を絞り

込む。

■国にとって政党を結成することがいかに重要か

を認識し、民主化プロセスの一環として、ま

た暴力的紛争から平和への転換を促進する手

段として、このステップを支援していく。民

主的で包含的なガバナンスの視点は、このダ

イナミックなプロセスの重要な側面である。

■国の広範な機能・活動や市民社会組織（Civil

Society Organisations - CSOｓ）との連携への支

援を含め、紛争に適切に対応する国家的な能

力の強化を極力サポートする。

■多民族グループが大きく関与している活動を

強化することによって多文化主義と多元主義

を促進するとともに、この目標に向けて協力

するパートナーを支援する。

監視・評価システムの構築は、これらの複雑

で新しい開発協力の分野が抱えている難しい課

題である。結果の共有、ベンチマークの確立、

教訓の評価が、アプローチと調整の改善にとっ

て極めて重要である。

OECDは現在、特に脆弱な状況下や紛争が起き

やすい危機的な地域で紛争防止戦略をそのプロ

グラムと政策に統合しようと努めている開発機

関（およびその他の政府機関）をいかに支援し

ていくか検討している。

安全保障による平和の確保

安全保障は、「人間の安全保障」を含め、持続

可能な開発の極めて重要な土台である7。安全保

障とは、人権侵害、物理的脅威、暴力、極度な

経済的・社会的・環境的リスク、領土・主権へ

の脅威から保護されることを意味する。安全保

障は貧しい人々が生活を永続的に向上させてい

くための第一義的な前提条件であり、目標であ

る。「貧困削減に関するDACガイドライン」及び

あらゆる地域で行われた貧困層との協議では、

基本的な安全保障が貧しい人々にとっていかに

重要であるかが強調されている8。

貧困と安全の保障されない状態は体系的に助

長し合う。こうした意味で、安全保障への要件

（囲み3参照）は、軍事攻撃からの防衛という古

４．一例として、「致死的紛争の防止に関するカーネギー委員会」の1999年の推計によれば、1990年代に紛争が起きたか、紛争が起きそうな状況にな

った9ヶ国に対して効果的な防止措置が取られていれば、OECD諸国だけで1,600億米ドルを節約できた。この中には、紛争当事国が負担した計算

不可能な人的コストは含まれていない（Michael E. Brown and Richard N. Rosecrance (eds.), The Cost of Conflict, Carnegie Commission on Preventing

Deadly Conflict, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 1999, page 225）。

５．「外部パートナー」は、開発途上国の合法的なパートナーとなっている政府機関、非政府組織（NGO）、国際機関、開発銀行、二国間援助機関、民

間セクター代表者などを指す。この意味では、OECD加盟国の開発機関のみならず、加盟国政府の省庁や部局も一定の役割を担えることになる。

６．これには、国際難民法、国際人道・人権法および子供の権利条約や女性差別撤廃条約などの条約を活用することが含まれる。

７．「暴力的紛争の防止支援」第1部、第3章「安全保障と開発」は、人間の安全保障を提供する重要な一側面として、安全保障制度改革のプロセスに

ついて取り上げているが、安全保障、持続可能な開発、人間の安全保障の関連については詳論していない。

８．例えば、Voices of the Poor, World Bank, Oxford University Press, 2000を参照。
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典的な必要条件を超えて、繁栄や身体・財産の

保護にまで拡大しなければならない。国際、国

家、地方レベルの政府や市民社会の関係機関が、

生命、安全、権利への幅広い脅威からの人々の

解放を目指す、これまでとは異なる安全保障の

概念の下で協力し合うようになっているのはこ

のためである。これは貧困層にとって特に重要

である。

開発途上国が合法的でアカウンタビリティの

ある安全保障制度（国防、警察、司法、処罰制

度など）を構築するのを支援することは、外部

パートナーにとっても、リスクを伴うものの、

優先課題となっている。安全保障制度改革は、

健全なガバナンスに関する通常の取り組みの一

部として取り扱うべきである。これはドナーに

とって極めて重要な領域であるが、安全保障制

度改革の改善に直接関係する活動に関与する準

備が全ての開発機関で同じように整っているわ

けではなく、またそれに関与する権限が付与さ

れているわけでもない。開発機関はこうした活

動への政府開発援助（ODA）の利用について合

意しようと努めている段階である（囲み5参照）。

ドナーによる支援は、政府の所管の文民機関

が治安部隊をより効果的に管理する能力を高め

るのに役立つ。開発途上国では、あらゆる公共

部門に適用されるのと同じ健全な公共部門管理

の原則を治安部門にも適用する必要性があると

の認識が高まっている。これらの原則には透明

性、アカウンタビリティ、十分な情報に基づい

た討議と参加などが含まれ、軍事費その他の安

全保障関連支出を適切に計画し、実施していく

上で重要な役割を果たす。こうした支援対象分

野の1つとして、治安部隊を効果的に監督する立

法機関の能力、特に所管の議会委員会の役割を

強化することが挙げられる。

OECDでは、開発途上国とドナーが現在、この

分野にベストプラクティス原則を確立するため

に、どのような安全保障制度改革に取り組んで

いるかを調査している。

地域協力への支援

国内紛争の色彩が濃厚な場合でも、紛争には

国境を越えたつながりや地域的なつながりがあ

る。防止、平和維持、復興への戦略は地域的に

設計することができる。多くの国家的な紛争に

ついては、国境を越えた影響を考慮し地域的な

文脈で対処することが唯一有効である。地域的

な協力と統合（経済、環境、その他の措置によ

る）は、特に水などの希少な共有財の分野で、

平和構築に貢献できる。ドナーによる支援は、

関連の地域機関の能力強化に対して重点的に行

われるべきである。

「安全保障」は益々、人々や共同体が自由、平和
かつ安全に生活し、ガバナンス・プロセスに完
全に参画し、基本的権利を享受し、各種資源と
基本的な生活必需品を手に入れ、自らの健康と
繁栄を損なわない環境に居住するという、すべ
てを包括する条件と見なされるようになってい
る。こうした幅広い理解の基礎となっているの
は、人間の安全保障と国家の安全保障は補強し
合っているという認識である。したがって、
様々な国家機関やその他の組織には安全保障の
何らかの側面を確保する責任がある、というこ
とになる。このような安全保障の捉え方は、国
連開発計画（UNDP）によって推進され、開発関
係機関によって広く使われている人間の安全保
障という幅広い概念と一致している。

「安全保障部門」には、治安部隊と治安部隊を管
理するのに必要とされる所管の文民機関・プロ
セスが含まれるとともに、暴力や強制に対して
国家とその市民の安全を保障する正式な権限を
付与されている国家機関が包括的に含まれる
（軍隊、警察・準軍事組織、諜報機関は同種の組
織、司法・処罰機関、選挙で選ばれ適法に選任
される、管理・監督を行うための文民機関〔議
会、行政府、国防省など〕）。

「安全保障部門改革」とは、すべての関係者とそ
の役割、職務、行動を含めた「安全保障制度」
を、民主主義的な規範と健全なガバナンスの原
則に合致した方法で管理・運営できるように変
えることで、よって安全保障の枠組みをより正
しく機能させるのに資するものである。

囲み3：安全保障関連の定義

出所：“Security Issues and Development Co-operation: A Conceptual Framework for Enhancing Policy Coherence,”The DAC Journal, Vol.2, No.3.
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麻薬取引、組織犯罪、テロの根絶や不法ない

し不正な武器取引、さらに武器売買全般の取り

締まりにおける地域的、下部地域的な協力を支

援していくには、外交政策上の行動を調整する

ことが必要とされる。調整された外交政策上の

行動は、和平交渉と地域の平和維持能力を支え、

人権、難民、和平イニシアティブ、民主化を保

護する地域ネットワーク構築を後押しするとと

もに、安全保障制度改革プロセスの確立に役立

つ。外国投資家を含めた企業部門も地域協力で

一定の役割を果たせる。

「地域の問題を地域で解決」しようとする姿勢

は、原則的には好ましいが、（東ティモール、コ

ソボ、シエラレオネ、グレートレイクス・中央

アフリカ地域、中央アジアなどのように）国際

社会全体による地域への支援策が必要とされる

状況もある。

和平、正義、和解

国際社会（援助機関を含む）は、暴力発生前

スリランカのガル・オヤ水管理プロジェクト
は、開発と平和構築の両方に利益をもたらした。
興味深いのは、その平和構築的な機能は、開発
基準に従って設計・実施されたプロジェクトに
とって全く付随的なものであったという点であ
る。異なる民族的、社会経済的背景を持つ構成
員の相互利益を増進することによって、このプ
ロジェクトは共同体どうしが激しい紛争を繰り
広げる中でも何とかうまく行った。そして、お
そらく更に重要なのは、プロジェクトの結果、
水管理の範囲を越えて、共同体間の協力を推進
する特別な機関が作られたことである。言い換
えれば、このプロジェクトはスリランカの特定
の地域において平和へのインセンティブに大き
なプラスの影響を及ぼしたのである。

スリランカのもう1つの給水プロジェクト―大
規模なマハウェリ・プロジェクトの一部である
マドゥル・オヤ・プロジェクト―は、開発プロ
ジェクトで平和構築的な要件が考慮されない時
の危険性を示している。マドゥル・オヤ・プロ
ジェクトは多くの開発目標にかなうように設計
されたが、共同体間の内戦という状況の中で
人々を移動させ、再定住させるという極めて政
治的な問題について十分な検討を行わなかった
結果、失敗に終わることとなった。このプロジ

ェクトでは、移動させたシンハラ人の村民をバ
チカロア地区に再定住させるはずであったが、
バチカロア地区はタミル族が人口の3分の2を占
め、民族的緊張が高まっていた。プロジェクト
の実施以前から、東部の人口構成ひいては政治
的なバランスを変えてしまう、いわゆる西岸計
画への反対は臨界点に達していたのである。

ガル・オヤ・プロジェクトは、平和構築につ
いてどのような教訓を示しているのだろうか。
開発プロジェクトとしての成功に寄与した要因
のいくつかは、平和構築の成功にもつながった。
この理由の一つとしては、徹底的な住民参加方
式の開発アプローチがとられたことが挙げられ
る。（手段及び目的として）徹底した住民参加を
重視したことで、平和構築に明白な影響をもた
らす次のような運営原則が生まれた。

●　同じ人員を継続して確保し、学習プロセスを
より確実なものにする。

●　様々なポジションに就いている協力的で意
欲ある人材のネットワークを築く。

●　党派的な政治的関与を避ける。
●　適切な共同体指導者を迎え入れ、その定着
を図る。

●　偏狭な利己的発想に囚われない。

の平和構築を支援し、和平へのプロセスと機会

をサポートするとともに、社会が暴力的紛争発

生後に複雑な正義と和解の問題に取り組むのを

手助けし、民主主義の基本原則を促進すること

ができる。簡単な方程式は無いが、基本的な国

際的法規に則った国家的解決を支援する方法は

ある（囲み4参照）。

いったん平和が勝ち取られたと見なされると、

ドナーは市民社会よりも国家への支援を重視す

る傾向がある。紛争中にドナーが市民社会に対

してのみ支援していた場合でもそうである。し

かし、ドナーは市民社会による平和構築イニシ

アティブへの支援も早期に開始し、継続してい

くべきである。

暴力的紛争が他の地域では継続ないし激化し

ている場合でも、しばしば局地的に和平が成立

することがある。社会の全域を和平プロセスに

取り込むには、一層の努力が必要とされる。紛

争で引き裂かれた地域では、社会の周辺ないし

脆弱な層は、意思決定や正式の和平プロセスに

囲み4：平和と紛争への影響－スリランカにおける
給水プロジェクト二件の比較



は、くすぶる不満や逆襲への対策として、オー

プンで継続的なコミュニケーションを促進し、

暴力的紛争への逆戻りを回避することである。

この点では超党派的で平和構築的なメディアを

支援していくことが重要である。

紛争の再発を回避するには、長期的・短期的

な和平は以下の措置にも依存している。
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ほとんど参画できない可能性がある。何とか生

き残り、地方の非公式レベルで和平交渉を行い、

和平を実現させる女性の能力は十分に認められ

ている。女性は地方レベルで取り込まれる傾向

があるが、国家レベルの和平交渉にも女性を関

与させるために、できることはたくさんある。

紛争後の正義と和解の問題で極めて重要なの

1950年代と60年代における集団的国際支援努
力の草創期から、国際的な報告と比較の目的で、
政府開発援助（ODA）として分類・計算される
べき援助の特徴と境界の定義を一致させるため、
援助国による合同作業がDACで行われてきた。
これまで常に適用されてきた基本基準は、援助
がODAに算入されるには、経済的な発展及び繁
栄の推進を主な目的とし、金融面で最低のコン
セッショナリティ・レベルを満たす形で、特定
の開発途上国に対して、あるいはそのために、
DAC加盟国の公的部門から供与されたものでな
ければならない、ということである。

援助国の大部分とは言わないまでも、その多
くは数十年にわたり他の形態による海外援助を
供与しているが、そうした援助についての報告
は適宜、国内および国際的に行われている
（DAC報告書では「その他の政府資金（OOF）」
に計上されている）。DAC加盟国の統計専門家は
ODAの適格性に関するルールの解釈について討
議し、DACの審議が全てそうなように、決定は
全会一致で行われた。

1990年代になって平和、安全保障、開発との
密接な結び付きへの認識が高まるとともに、関
連分野におけるドナーの活動が活発化し、それ
に伴ってこれらの支出のODAとしての適格性と
いう問題が盛んに議論されるようになっている。
しかし、いくつかの項目に関してはDAC加盟国
がコンセンサスに達するのは必ずしも容易では
ない。その理由の1つは、こうした援助のある種
の形態については、その主要な目的が開発にあ
るかどうかについて判断が分かれるからである。
更に、冷戦の経験から安全保障関連の援助は特
にデリケートな性質を帯びている（一部の国で
は法律上の制限が課されている）ことや援助を
受けた治安部隊がその後人権侵害や近隣諸国へ
の攻撃などを行った例もあることで、問題は一
層こじれている。加えて、1990年代に一部の和
平関連の海外援助が大規模化したことで、ただ
でさえ減少傾向にあり、限りあるODA支出が、
中核的な開発協力活動ではなく、他の予算によ

って賄った方が適切と思われる活動に使用され
得ることに対する懸念も強まっている。他の予
算からの支出の一部がODAに分類されると、そ
の支出は国内総生産（GNP）比0.7％という国連
のODA目標の算出にカウントされる。そうなる
と、従来の援助活動ばかりでなく、そうでない
援助活動までODA目標の達成に寄与してしまう
ことになる。

数年にも及ぶ加盟国間の討議の結果、様々な
援助に関してODAとしての適格性について合意
が得られた。例えば、国連による紛争後の平和
構築活動、動員解除、軍事用から民生用への生
産施設の転換、開発目的による地雷撤去などへ
の援助である。文民による警察、警察・司法改
革、裁判制度の監視など、文民による安全保障
関連の開発活動のいくつかもODAに含めること
ができる。国防や軍事に係わる問題や部門への
文民による監視への支援についてはODAとして
の適格性は認められていない。

2000年12月現在、他の幾つかの和平関連活動
についてもODA適格性が審議されているが、ま
だコンセンサスは得られていない。これには例
えば、軍隊、憲兵隊、警察などの治安部隊の役
割や諜報、外交、裁判・処罰制度などの安全保
障メカニズムの役割について調査する安全保障
審査への支援などが含まれる。安全保障関連支
出の管理、軍隊改革及び訓練や人権などの分野
での慎重な軍事力行使、安全保障問題に関する
文民的専門知識、文民による軍隊監視、地域の
信頼構築・平和維持能力、児童兵士の徴用防止、
海外の安全保障問題に関する開発途上国の調査
能力強化などについてもODA適格性が検討され
ている。

総じて、ODA適格性を拡大して安全保障部門
による支出を含めることへのコンセンサスは得
られていない。一部の加盟国は、何らかの活動
の一部をODA適格と見なせる場合でも、そうし
た項目を特定し、正当化するのは極めて難しい
と懸念を示している。

囲み5：政府開発援助としての和平関連援助の適格性
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■女性や子供の兵士を含めた元兵士の動員解除

と武装解除。

■紛争に追い立てられたり、巻き込まれたりした

すべての人々（女性、男性、若者、子供、元

兵士）の社会への再統合。

和平プロセスを支援する際に、ドナー、国際

社会、開発途上国は、再統合という課題は雇用

と経済成長にかかっているが、再統合を完全に

実現できるのは和解によってのみであるという

ことを理解する必要がある。

平和へのパートナーシップ

平和構築は各集団間の信頼と協力にかかって

おり、パートナーシップの拡大深化によって補

強される。正当な国家機関と健全な市民社会は

最終的に互いを必要としている。しかし、「失敗

した」国や「失敗しつつある」国ばかりでなく、

多くの国でも正当性が危機にさらされている。

この兆候が見られるのは、国家が社会を抑圧及

び搾取し、国内紛争を助長し、「保護者」として

の中核的機能を放棄した場合である。ドナーが

抑圧的体制に関与するのは時に問題をはらんで

いるが、同時に、完全に関与を止めてしまって

も、悪影響をもたらしたり、外国が無関心であ

るというシグナルとして受け止められたりする

恐れがある。ある種の紛争状況下では通常のパ

ートナーシップを維持するのは困難ないし不可

能である。しかし、過去の経験と現実が示唆す

るところによれば、国際機関などの外部パート

ナーは、排除されている人々や反対勢力との連

携を含めて、政府と市民社会組織とのパートナ

ーシップを促進する上で重要な役割を果たすこ

とができる。パートナーシップの範囲と種類は

国の状況によって判断しなければならない。

紛争防止に向けてドナーが開発途上国と効果的

なパートナーシップを構築するには、ドナー間の

一貫性と調整を強化することが極めて重要な必要

条件となる。開発協力関係機関間のパートナーシ

ップを強化しようとする最近の動きは、紛争問題

への取り組みや、より効果的な調整を行う上で格

好の機会となっている（包括的開発枠組み、国別

貧困削減戦略、国連開発援助枠組みなど）。

人道援助機関と開発協力機関が建設的な関係

を結ぶには目標の共有、計画立案プロセスへの

共通のアプローチ、調整メカニズムが必要であ

ることがいよいよ明らかになっている。こうし

た取り組みを調和させる際に、これらの責務を

担うドナーおよび人道援助機関は極めて長い移

行期間を通じて緊密に協力していく必要がある。

企業との連携

パートナーシップの経済的および社会的貢献が

最大になるよう後押しするとともに、紛争を悪化

させないようにするための、企業（地元企業、国

内企業、国際企業）とのパートナーシップについ

ても拡大の余地がある。このためには時に外部パ

ートナー政府と暴力的紛争を悪化させる行動を取

っている企業との対話が必要となる。

今ではほぼ全ての開発途上国が、持続可能な

開発を実現できるだけの経済成長を達成するに

は活発な民間部門の活力、ノウハウ、効率性が

必要であると確信している。権利とルールに基

づくアプローチによる民間部門主導の雇用と所

得の伸びを促進していくことは、紛争防止の基

本的かつ長期的要素である。

既に多くの企業が、企業の社会的責任に対す

る新たなアプローチを採用するとともに、収益

性、社会的責任、健全な環境慣行という「トリ

プルボトムライン」の追求へと動き始めている。

企業の経済的利己心を啓蒙すれば、企業を暴力

的紛争の脅威を含む地域の問題の解決に向けて

活動する企業市民として関与させることができ

る。ドナーは内外の実業界において紛争防止問

題への意識向上策を実施することなどによって、

こうした動きを支えるべきである。

ドナーは現在、DACを通じて、平和構築と暴

力防止に向けた企業の活動を支援するために援

助機関が果たし得る役割について調査している。

９．禁輸破りのダイヤ密輸に対する国連安全保障理事会の取り組みとそれに続く大手ダイヤ国際取引業者による紛争ダイヤ密売撲滅措置によって、国

際社会がこれらの問題への重大な対策をとる見込みは高まっている。

10．国際商取引における外国公務員への贈賄防止条約、OECDコーポレート・ガバナンス原則、OECD多国籍企業ガイドライン、援助資金による調達

に係わる汚職防止案に関するDAC勧告。
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紛争防止は貧困削減追求にとって不可欠の要素

である。

暴力的紛争が広い範囲で再発し、破滅的な影

響をもたらしていることを受けて、我々は平和

を構築し、紛争の問題に取り組んでいく決意を

新たにした。我々は、紛争防止はパートナー諸

国が持続可能な開発という観点から貧困を削減

し、経済成長を促進し、国民生活を向上させる

ことを支援する我々の取り組みにとって不可欠

の要素であることを再確認する。我々は、自国

政府の各省庁にわたって一貫して共有されてい

る紛争防止の文化を、開発途上国との合同作業

において促進していく意向である。我々は、紛

争、平和、開発協力に関するDACガイドライン

の補足である、「暴力的紛争の防止支援：外部パ

ートナーへのオリエンテーション」を承認する。

この補足は主に（国内または国際的なグループ

間の）集団的紛争に係わるものである。また、

グループ及び個人に対する国家暴力についても

ある程度取り上げている。

一貫した政策は、我々の活動が最大限の効果を

もたらすのに役立つ。

我々は、紛争防止に影響を及ぼす我々の貿易、

金融、投資、外交、国防、開発協力政策間の一

貫性を高めるよう努力する。我々は、脆弱性分

析、平和と紛争の影響アセスメント、シナリオ

構築などのアプローチによって暴力的紛争のリ

スクと原因を分析する能力を強化する。これは、

紛争を防止するための一貫した戦略と機会を特

定する上で役立つ。

悪影響をもたらす経済活動に対抗し、汚職を撲

滅し、密輸を根絶することが重要である。

暴力的紛争の政治経済学を理解し、考慮に入

れることが重要である。有力なグループ、企業、

個人は、暴力的または非暴力的な手段を用いて、

暴力的紛争を発生並びに恒常化させることで既

得権を得ることができる。武器の拡散を制限す

ることが重要であるのと同様、外部パートナー

は、公的パートナー、民間パートナーの違いを

問わず、密輸、不正資源取引、レント・シーキ

ング、暴力的紛争の火種あるいはその目的とな

る経済資源のフローの根絶を支援していく必要

がある。これは、G8および国連による紛争ダイ

ヤ等禁輸措置、国際商取引における外国公務員

への贈賄防止条約、OECDコーポレートガバナン

ス原則、OECD多国籍企業ガイドライン、援助資

金による調達に係わる汚職防止案に関するDAC

勧告など、国際的な共同行動によって行うこと

ができる。

調整の強化は紛争への対応改善につながる。

暴力的紛争によって最も大きな打撃を受けて

暴力的紛争の防止支援に関する閣僚声明：
外部パートナーへのオリエンテーション

開発担当大臣、援助機関トップ、開発協力を所管するその他の高官は、2001年4月、経済協力開発機構

（OECD）開発援助委員会（DAC）のハイレベル会合で、本閣僚声明とそれに附属する1997年DACガイド

ラインへの補足を承認した。

悪影響をもたらす経済活動への
対抗措置

しかし、外部パートナー（公的および民間）

は、紛争の火種となる密輸、レント・シーキン

グ、不正資源取引などの根絶を支援していく必

要がある。これは、紛争ダイヤなどに対するG8

や国連による禁輸を通じて行うことができ9、ま

た、その他の国際的取決めによってサポートで

きる10。ドナーは、有力なグループやネットワ

ークが暴力的及び非暴力的な手段によって紛争

を恒常化させることでその既得権を拡大すると

いう暴力的紛争の政治経済学を考慮するととも

に、紛争を引き起こすような腐敗し民族的に偏

向した経済慣行にも留意する必要がある。

詳細情報

本政策フォーカスに関する詳細については、マッ

シモ・トマソーリ（TEL 33-1-4524-9026、massimo.

tommasoli@oecd.org）、フランチェスカ・クック

（TEL 33-1-4524-9008、francesca.cook@oecd.org）、

リサ・ウィリアムス（ TEL 33-1-4524-9027、

lisa.williams@oecd.org）まで照会願いたい。
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いるのはアフリカである。しかし、世界のあら

ゆる地域が広範な暴力的紛争を経験し、人命と

開発が壊滅的な影響を受けている。我々は、意

思決定の調整を強化することによって、暴力的

紛争への防止イニシアティブと対応策を改善す

る。これには、可能な場合には、分析の共有や、

効果的に調整され、合意された行動への戦略メ

カニズム及び枠組みが伴う。

タイムリーな行動を促し、支援することは、紛

争が暴力へと発展するのを防ぐことに役立つ。

永続的な平和と構造的安定には長期的なプロ

セスが必要とされる。我々は、集団的暴力の勃

発を未然に防止するため、早期の行動を促し、

支援するとともに、特にリスクをはらんでいる

社会において協力を強化していく。これが可能

な場合には、人的にも、政治的、環境的、経済

的にも、事後に暴力的紛争を止めさせ、その被

害を復旧するよりもはるかに低いコストで済む。

我々の行動は基本的な原則を指針とする。

過去の経験、調査、開発途上国との協議から、

紛争防止戦略を支える基本原則がいくつか明ら

かになっている。

●国際社会が平和を後押しし、暴力を回避さ

せるための行動をとる可能性及びその限界

を認識する。

●平和へのインセンティブを与えるよう建設

的に関与し、創造的アプローチを用いる。

●利益を最大化し、意図せぬ損害を避けるた

め、整合的で一貫した政策と包括的な手段

が重要であるという、大きな犠牲を払って

学んだ過去の教訓を踏まえて行動する。

●オーナーシップを確保するため、透明性を

保持し、意図を伝え、あらゆるレベルのパ

ートナーとの対話を拡大深化させる。

●早期に平和構築イニシアティブを支援し、

和平プロセスが達成されたと考えられる場

合でも、そのイニシアティブを継続する。

●平和構築・政策立案プロセスに女性、男性、

若者を積極的に関与させる。

●短期的な行動についても、地域、国、地方

の状況の長期的な見通しと政治的、社会経

済的な分析を踏まえて、柔軟かつタイムリ

ーに取り組む。

●地方政府が公共政策に影響を与える能力及

び社会的、政治的排除の問題に対処する能

力を強化する。

人間の安全保障は貧困層の生活の永続的改善に

とって極めて重要である。

暴力、極度の経済的・社会的困窮、環境悪化

を防ぐことは、貧困削減に関するDACガイドラ

インで強調されているように、貧困削減に欠か

せない。国連安全保障理事会決議1325に反映さ

れているとおり、安全保障と平和を強化するた

めには、紛争防止、社会復帰、和平交渉、平和

活動のあらゆるレベルにジェンダーの視点を取

り入れる必要がある。

健全なガバナンスは正当性とアカウンタビリテ

ィのある安全保障制度を必要とする。またそれ

は、国内及び国際的な影響をもたらす。

我々は、パートナー諸国が紛争を防止するた

めには正当性とアカウンタビリティのある安全

保障制度を構築する必要があるということを認

識する。これは、健全なガバナンスと公共部門

管理の基本的な一部分である。安全保障制度改

革には、透明性の促進、法の支配、アカウンタ

ビリティ、十分な情報に基づく討議、安全保障

制度を適切に監督するための立法能力の強化等

が含まれ、軍や警察から司法・処罰制度、外務

省、貿易省、商業省、市民社会組織（CSO）等

に至るまでの幅広い機関が関わってくる。この

改革は安全保障関連の支出を適正化する上で重

要である。政府開発援助（ODA）適格性には制

限があることから、OECD諸国がこの分野の活動

を支援する際には非ODA予算に頼らざるを得な

いかもしれない。

連携の拡大深化は暴力的紛争の防止に役立つ。

正当な国家機関と健全な市民社会は互いに強

化し合う。我々は防止への取り組みを強めるた

めに、国家および市民社会（女性団体を含む）

との連携を強化する。法の支配を蔑ろにし、大

規模な人権侵害を犯し、民間人を攻撃目標にし、

近隣諸国で騒乱を助長したり戦争をしたりする

政府にどのように関与していくか、あるいは極

端な場合にはそうした政府に関与すべきかどう

かという難しい問題が生じる。

対話と平和構築のための余地を残しておけば、

社会が再統合、正義、和解という難しい問題を

処理しやすくなる。

暴力的紛争に追い立てられたり、巻き込まれ

たりしたすべての人々（女性、男性、若者、子

供）の社会への再統合は開発協力の重要な課題
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である。これには兵士の動員解除と武装解除も

含まれる。再統合は雇用と経済成長にかかって

いるが、再統合を完全に実現できるのは和解に

よってのみである。

我々は、社会が暴力的紛争後の正義と和解と

いう難しい問題に取り組むのを支援する。簡単

な方程式は無い。しかし、開発協力等の形で外

部から関与することは可能で、対話と平和構築

の道筋をつけ、基本的な国際規範に則った解決

を支援するといった方法がある。

企業は暴力的紛争の防止を積極的に支援できる。

健全な企業市民になる方法、紛争を引き起こ

す行動の回避、暴力の防止への経済的及び社会

的貢献についての企業の意識を高めるため、

我々は企業（国内および国際企業）とのパート

ナーシップを奨励する。

健全なガバナンスは平和への基本的条件である。

恒久的平和は、ガバナンス、人間の安全保

障、民主主義、法の支配と人権の尊重、男女

平等、公正で開かれた市場経済という基本原

則に依ると同時に、国、地域、国際レベルの

健全なガバナンスにもかかっている。我々は

平和の構築に向けて一体となって努力し続け

ることを確約する。


